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本資料は、前回の当部会（令和4年4月26日）および、第20回厚生科学審議会がん登録部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27281.html
から決定事項を反映するなど、一部追記改変して作成しています。

資料２－１ これまでの経緯
• 2016年がん登録推進法施⾏より、院内がん登録全国収集
データの⼆次利⽤のための提供が「体制未整備」を理由
に事実上停⽌

• 2021年7⽉厚⽣科学審査会がん登録部会で課題について
報告

• 2021年12⽉ 同部会で院内がん登録全国収集データにつ
いては、当⾯の間、院内がん登録の全国収集の実施主体
である国⽴がん研究センターが従うべき個⼈情報保護法
制に従って、利⽤・提供を進めることが概ね了承された

• 2022年2⽉ 個⼈情報保護法の専⾨家による検討
• 2022年8⽉ 第20回厚⽣科学審議会がん登録部会で体制
の具体案が整理・了承

• 2023年5⽉ 第1回データ利⽤審査委員会開催
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利⽤・提供の分類
1. 定型利⽤︓院内がん登録実施にかかる指針に記載
された「期待される効果」に沿った利⽤
a. 病院における活⽤による医療の質の向上
b. 統計等の算出による医療機関の実態把握
c. 患者/家族の医療機関の選択に資する
d. 上記に基づく⾏政でのがん対策の充実

２．特別利⽤︓上記以外の利⽤
・院内がん登録により得られた情報は、その活⽤により、がん医療の状況の適確な把握、が
ん医療の均てん化、がんに係る調査研究の⼀層の推進及びがん対策の充実等に資するとさ
れている。

利⽤提供するものの区分で３つ
① 施設名の提供
② 集計の提供
③ 個票提供
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データ利用審査委員会に申請、
審査の上で、利用・提供

New

特別利⽤の形態①②について
①施設名の提供
• ⼀定の条件に合う施設名を提供
• 事前に施設の同意を得た上で提供（事前包括同意）
例）研究者が⾻⾁腫の臨床研究のために施設に協⼒依頼を送付するため、⾻⾁腫の診療実績のある施設を知りたい
（事前に施設名を提供してよい施設について了解を得ておくことを想定）

②集計の提供
• ⼀定の条件の集計を提供
• 10例未満の表⽰は院内がん登録報告書に準じて「1-3，
4-6，7-9」と表記する。

例）全体でメルケル細胞がんの数を知りたい、施設ごとの分布が知りたい
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①、②については、個⼈が識別できない集計データであり、個⼈情報保
護法は適⽤されないため、データ利⽤審査委員会における承認のもと、
提供する。提供先について特に制限を設けない。



①における
施設名提供の事前包括同意について
• 本年度の院内がん登録データ収集時にあわせて、
特別利⽤の「施設名提供」についての事前包括同意につ
いてお伺いします。

• 申請者に⼀定条件を満たした施設であることを提供するだ
けで、公表は禁⽌されています

• 同意されると、申請者から今後、研究（治験などを含む）
の協⼒依頼が来るようになります。協⼒するかどうかは
その都度ご判断ください。(返信する義務もありません）

• いつでも、撤回可能です。

がん登録データ活⽤推進のため、ご協⼒の程、どうぞよろし
くお願いいたします。

5

NEW:周知のお願い

③個票提供
• 利⽤⽬的において必要な範囲で個票データを提供

加⼯基準（原則）
• 治療⽇等の⽇付データは年まで
– ⽇単位のデータが必要な時は、診断⽇（起算⽇）を０として何⽇後かを再計算し

て提供
• 施設名は提供しない
– 類型が必要な場合は別途、申請者が作成
• 部位、組織型等におけるテキスト情報は削除
• 地理情報は都道府県までの提供
– 詳細が必要な場合は申請者が代替情報を作成

※ただし、いずれも利⽤⽬的において必要な範囲であれば、代替的な加⼯⽅法や、
詳細情報の提供の可否についても個別にデータ利⽤審査委員会で検討すること
とする。
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③については、診療情報という機微な情報を含むため、がん登録推
進法令及び個⼈情報保護法令の観点から、提供先や審査⽅法につい
て、特に慎重な取扱いが求められる。

（役割）
• 利⽤⽬的と解析の適切性による提供可否を意⾒

– 安全性への配慮などは別途NCCがチェックの上、諮問

（委員構成）
• 各地⽅から都道府県単位で委員を持ち回り（6名）

– 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会員
– 公平を期して順番を決める

• 委員任期は１年（年度ごと交代）
• 上記に加えて患者委員及び厚⽣科学審査会がん登録部会
委員を加える（再任可）
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データ利⽤審査委員会
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北海道と東北を
1グループ ＝7県

関東甲信越から、
新潟、⻑野を
東海北陸へ移動
⇒関東=8県、東海=8県

近畿 ＝7県
中国四国 ＝9県
九州 ＝8県

原則地⽅厚⽣局の区分を基礎とし、
都道府県の数のバランスをとるため︓



令和5年度・委員
選任区分所属

氏名
(敬称略、50音順）

中四国広島大学病院病理診断科 教授有廣 光司

九州鹿児島大学病院腫瘍センター がん登録部門 部門長有馬 志穂

関東甲都立駒込病院副院長岡本 朋

東北・北海道宮城県立がんセンターがん疫学・予防研究部 部長金村 政輝

東海北陸信州大学医学部附属病院特任教授 長野県がん登録室長小泉 知展

近畿奈良県立医科大学附属病院放射線・核医学科 部長田中 利洋

厚生科学審議会
がん登録部会

埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科 教授名越 澄子

厚生科学審議会
がん登録部会・
患者関係者

ＮＰＯ法人愛媛がんサポートおれんじの会理事長松本 陽子
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NEW

データ利⽤審査委員会の実施
• 第1回を5⽉8⽇に実施
–審査⽅法・⼿順の確認
– 3件の審査を実施 ⇒ 修正指⽰を今後反映
• 承認が得られたら案件名は公表（ホームページ）

• 次回以降、今年度は
– 8⽉、11⽉、2⽉に開催予定（⽇程調節）

• メール審議は適宜
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申出情報（ホームページ）
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https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/hospital/offer/examination.html

補⾜︓情報公開について
• 院内がん登録利活⽤のオプトアウト機会
–管理項⽬の追加
–情報公開⽤の資料は配布
–各施設における公開場所は施設での研究等の
扱いに準じてお願いします

• 各研究（申請）でも、研究毎に研究倫理
指針に求められる対応は実施
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